
令和３年５月31日現在

（単位：百万円）

令和２年度 令和元年度

決　算　額 決　算　額

Ａ 1,520,896 1,235,271

Ｂ 1,503,717 1,223,296

Ｃ 17,179 11,975

Ｄ 8,820 4,063

Ｅ 8,359 7,912

（注）令和２年度実質収支見込額8,359百万円の２分の１を下らない

　　　額、4,180百万円を財政調整基金に編入

Ｆ 翌 年 度 繰 越 事 業 費 48,468 27,197

Ｇ
翌年度繰越事業費充当
未 収 入 特 定 財 源 39,648 23,134

Ｄ
翌年度へ繰り越すべき
財 源 （ Ｆ － Ｇ ） 8,820 4,063

実 質 収 支 （ Ｃ － Ｄ ）
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　令和２年度一般会計決算について

区          分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

形 式 収 支 （ Ａ － Ｂ ）

翌年度へ繰り越すべき
財 源  （ Ｆ － Ｇ ）

－ 1 －



令和３年５月31日現在

590,154 594,560 4,406 600,909 △ 1.1

287,917 291,253 3,336 300,051 △ 2.9

個 人 231,916 233,398 1,482 230,106 1.4

法 人 56,001 57,855 1,854 69,945 △ 17.3

219,829 220,613 784 217,969 1.2

固 定 資 産 税 218,832 219,615 783 216,961 1.2

交 付 金 997 998 1 1,008 △ 1.0

82,408 82,694 286 82,889 △ 0.2

軽 自 動 車 税 2,731 2,762 31 2,595 6.4

市 た ば こ 税 15,325 15,282 △ 43 16,223 △ 5.8

事 業 所 税 16,391 16,537 146 16,707 △ 1.0

都 市 計 画 税 47,961 48,113 152 47,364 1.6

（注）１　市税の徴収率は、98.6％である。

　　　３　新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として創設された徴収の
　　　　　猶予制度の特例により令和３年度の歳入へ繰り越される額は、4,819百万円である。

そ の 他 の 税

　　　２　市民税の減税による減収額は、
　　　　　令和２年度    9,266百万円（個人市民税　9,266百万円）
　　　　　令和元年度　 11,355百万円（個人市民税　9,085百万円、法人市民税　2,270百万円）
　　　　　である。

② （②－①） 決　算　額

市 税

市 民 税

固 定 資 産 税

　令和２年度市税収入決算額

（単位：百万円、％）

最終予算額 決算額 差　　引
（ 参　考 ）

対前年度

伸　　　率
区 分 令和元年度
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